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Ⅰ 行財政改革計画の策定趣旨 

木津川市は、地方分権時代に自主・自立する地方公共団体への成長を目指

し、市町村合併を「行財政改革の有効な手段」と位置付け、平成１９年３月

１２日に木津町・加茂町・山城町の３町合併により、新たな行政運営をスタ

ートさせました。 
  しかしながら、地方分権の推進と国の三位一体改革によって、地方財政の

大きな転換がおこなわれ、法定受託事務や自治事務の増加に伴い木津川市が

責任を負う事業量が増加する一方で、国から配分される地方交付税や国庫支

出金の削減が進んでおり、木津川市のまちづくり事業に係る国からの歳入が

期待できない状況にあります。 
これまで、合併前のそれぞれの町では、独自の行財政改革に取り組む中、

公共施設の整備や公共的施設の運営・各種市民サービスに対して大きな財政

負担をしてきました。しかし、このような財政状況が続く中、これからの学

研都市開発等をはじめとする公共施設整備などの大規模な公共事業を進めて

いくには、極めて厳しい環境になっており、今後、何ら対策を講じることな

く現状のまま行政運営を続けた場合には、市の財政は一気に厳しい状況に陥

ることが予測されます。 
 このような木津川市を巡る状況を踏まえ、財政的に極めて厳しい状況であ

るということを前提に、合併前の３町が進めてきた行財政改革の取組みを進

化させるとともに、時代の方向性を見据えた抜本的な行財政システムの再構

築に向けた取組みを迅速に行い、地方分権時代に自主・自立し、持続的な発

展が望める自治体運営基盤の確立を目指し、不断の行財政改革に取り組むた

めの総合的な指針として「木津川市行財政改革大綱」を策定するものです。 
 



 

Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方 

１ 基本理念 

大変厳しい財政状況のもとで、多様化する市民ニーズや新たな行政需要に

対応していくためには、より一層効率的・効果的な行政運営に努めていくと

ともに、時代と社会の変転を見極め、自らが変革の意思を持ち続け、果敢に

実行することによって「持続可能な自治の運営」を確実なものにしていかな

ければなりません。そのためには、行政運営の原動力となる職員一人ひとり

が行財政改革の理念と効率的で効果的な行政運営の意識を新たにし、自らの

持てる能力を十分に発揮していくことが重要であります。また、公民総がか

りで、知恵と工夫を出し合う、市民協働・市民参加型の行政運営の推進が求

められています。 
こうした認識のもと、木津川市では、山積する重要施策の推進と市民サー

ビスの向上を図るため、木津川市の行政運営の基本理念を次のように定めま

す。 
 
【基本理念】 
 ・共に生き、共に創る協働の社会 
 ・簡素で、市民満足度の高い自治体 
 

【政策・経営】 

〇 行政運営のイメージ 
目指す都市像の実現に向けて事業を展開する「総合計画」、

その事業費用の財政的な裏付けとなる「財政収支計画」、

それら２つの計画差、つまり財政的に不足する部分を埋めるための「行財政改革」、 
これら３つを三位一体として、加えて市民等との協働により行政運営を行う。 

財政収支計画

市 
民 
・ 
事 
業 
者 
等 

協 働総合計画

行財政改革 

 
※上記の図の３つの楕円の重なり部分は、「政策・経営」手段やその手法 
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２ 重視する視点 

これまでの行財政改革への取組みは、組織の改廃・職員の削減・経費の削

減など、量的縮小に成果を求めてきましたが、今後は、引き続きこれらの改

革に取り組みつつ、人材の育成・活用をはじめとする質的改革に重点を移し、

「自己決定・自己責任」の原則に基づく行政の公正性と透明性の向上を図り、

市民に対し一層の情報公開と説明責任を果たしつつ、市民から信頼される質

の高い行政サービスの提供に資する効率的な行政の展開を図らなければなり

ません。 
特に、行財政改革を円滑に進めていくためには、時として負担の公平性に

基づく市民の理解と協力が不可欠であることから、行政情報を市民と共有で

きるよう市行政の透明性の一層の拡大に努め、市民と行政の距離を縮めてい

くとともに、新しい公共空間の形成に向けての仕組みづくりが重要となりま

す。 
これらのことを踏まえ、木津川市の行財政改革の実施にあたっては、次の

４つの視点に立って行政全般にわたり見直しを行い、市民の理解を得ながら

市民本位の行財政システムの再構築を行うものとします。 
 
〇 視点１ 合併団体としての視点 

 地域の活性化による均衡ある発展を遂げる地方公共団体として、木津川

市にふさわしい行財政運営を行うため、行政体制・組織・人員の見直し等

を通じた行政組織のスリム化を図るとともに、事業の見直しや行政評価シ

ステムを活用するなど、合併による行政効果を最大限に高める効率的・効

果的な行政経営の実現を目指します。 
 〇 視点２ 市民とともに築く行政としての視点 

   多様化する市民ニーズや市民自らのまちづくり意識の高まりに対応する

ため、市民に行政の現状をわかりやすく説明するとともに、市民参加によ

る対話、検討の機会を確保するなど、透明性の高い開かれた市政を推進す

ることを通じて、行政と市民の役割分担を明確にし、市民との協働による

まちづくりを目指します。 



 

 〇 視点３ 簡素で効率的な行政組織としての視点 

   行政でなければ実施が難しいものと、市民や地域社会、民間企業・団体

が担うことができるものを選別し、真に行政が担うべき業務・事業にあら

ゆる資源を集中することを目指します。 
   また、職員定数の管理や組織機構の見直しを着実に推進し、簡素で効率

的な行政組織の実現と、公務員制度の動向を踏まえながら、公務員倫理の

確立、成果主義や能力主義に基づいた人事評価システムの構築、人材育成

など、人事管理制度の改革を目指します。 
 
 〇 視点４ 持続可能な財政運営としての視点 

   地方分権推進に伴う今後の行財政運営においては、持続可能性の確立を

基本とした財政運営が喫緊の課題となっており、適正な税収・使用料等の

歳入確保を図るとともに、歳出面においては経常経費の抑制をはじめ、事

務事業の抜本的な見直しを行うなど、健全で自立性の高い財政構造への転

換を目指します。 
 

Ⅲ 行財政改革の体系 

〇 行財政改革関連計画体系

各
種
指
針

定 
員 
適 
正 
化 
計 
画 

木津川市行財政改革推進計画

木津川市行財政改革大綱

各
種
方
針

木津川市行財政改革行動計画（アクションプラン）
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Ⅳ 行財政改革の重点改革項目 

行財政改革の基本的な考え方に基づき、次の５項目を重点改革項目として

位置づけ、取組みを行っていくものとします。 
 
１ 協働による「共生の市政」の推進 

①市民との協働によるまちづくり 

地域の課題やニーズに対応するとともに、簡素で効率的な行政を実現する

観点から、市民やＮＰＯ・地域団体など多様な主体が公共的サービスの提供

を行おうとする取組みについて、地域の実情に応じ、積極的に推進する必要

があります。 

そのため、行政と市民、ＮＰＯ、地域団体などが公共的目的を共有し、相

互に連携・分担する仕組みの整備を進めるとともに、地域協働を実践するた

め、個々の職員の意識改革や勤務体制の整備などに積極的に取り組みます。 

  また、行政と共に地域協働を支える市民、地域コミュニティ組織、市民団

体やＮＰＯなどの積極的な市政参加を実現するための仕組みづくりに取り組

み、その支援施策の充実に努めます。 

 

②公正の確保と透明性の向上 

市民に信頼される開かれた市政を推進するには、市民と行政がまちづくり

ビジョンや施策などの情報を共有し、市民と対話できる環境を整備する必要

があります。そのため、広報誌やホームページ等をはじめ、様々な手法を通

じて行政が保有する情報を迅速でわかりやすく公開するとともに、事業の実

施と行政の諸活動についても積極的な情報提供を行います。 

また、市民への説明責任を果たし、市政の透明性・信頼性の向上を図るた

め、行政評価や情報提供・公開制度並びにパブリックコメント制度の充実に

取り組むとともに、市政への市民参加の環境づくりを推進します。 
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２ 行政体制の再構築 

①組織改革 

地方公共団体の組織については、政策目標に基づき、効果的かつ効率的に

事務・事業を処理し得る組織とする必要があります。 

そのため、政策、施策、事務・事業のまとまりや地域などに対応した部局、

課室編成とするとともに、市民ニーズへの迅速な対応の観点や、スピーディ

ーな意思決定・対応の観点から、個々の職員の責任と権限が明確化され、意

思形成過程が簡素化されたフラットな組織を編成します。 

また、市民から見ても責任・権限の所在がわかりやすい構造、職名とする

ことに留意します。 

 

②定員管理の適正化 

 定員管理にあたっては、合併協定や社会経済情勢の変化等を踏まえ、抜本

的な事務・事業の整理、組織の合理化、職員の適正配置に努めるとともに、

民間委託等の推進、任期付職員制度の活用、ＩＴ化の推進、地域協働の取組

みなどを通じて、職員数の抑制に取り組みます。 

 定員管理の適正化を計画的に推進する観点から、定員適正化計画の中で数

値目標を掲げ、これを公表し、実行します。 

また、将来的な職員の年齢構成や分野別職員数等について詳細に分析し、

定員モデルや類似団体別職員数を積極的に活用します。 

 

③総人件費の抑制 

木津川市の給与水準は、合併時において国家公務員の基準により調整を行

いましたが、人件費は財政構造の硬直化を招く経費であることから、公務員

制度の動向に留意し、その業務の性格や内容を踏まえつつ、給与制度・運用・

水準の適正化を強力に推進します。 

これとともに、現在行政サービスの一翼を担っている臨時職員の適正な配

置を推進し、職員・臨時職員トータルでみた総人件費を抑制します。 
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④人材育成の推進 

分権型社会の進展に伴い、今後の行政組織は、事業やサービスの直接的な

「担い手」から、事業・サービスの企画立案や管理を担う「制度設計者・管

理者」としての役割が高まることが予想されます。そのため、人材育成の目

的や方策を明確にした人材育成に関する基本方針を策定し、人材育成の観点

に立った人事管理、職場風土や仕事の推進プロセスの改善等を行うことによ

り、総合的な人材育成に努めます。 

また、能力・実績を重視した新しい人事評価システムの導入が求められて

おり、公正かつ客観的な人事評価システムの構築に引き続き積極的に取り組

みます。 

 

⑤電子自治体の推進 

市民サービスの向上、業務改革を進めることを目的とした電子自治体の推

進にあたっては、情報セキュリティの確保に十分留意しながら、行政手続の

オンライン化の推進、共同アウトソーシングの推進、公的個人認証サービス、

住民基本台帳ネットワークシステム、住民基本台帳カード、総合行政ネット

ワーク（ＬＧＷＡＮ）などの利活用等に積極的に取り組みます。 

なお、電子自治体業務の標準化・共同化により、低廉なコストで高い水準

の運用が実現できるよう取り組みます。また、システムについては、最適化

を図る中で、改善・刷新に取り組んでいくとともに、職員の能力開発や民間

の専門的な能力・ノウハウの活用等により、情報システムの品質、コスト等

に関する評価能力の向上を図り、情報システムの調達の適正化に努めます。 

 

⑥法令順守（コンプライアンス）改革 

市民の信頼や期待に応え、透明で公正な職務執行を実現する自治体として、

市民要望等の記録制度、職員倫理規程、公益通報者保護制度などの整備を進

め、コンプライアンス体制を充実させます。 

 

⑦借入金や公債費の適正管理 

何よりも健全で安定した自治体としての財政基盤を確立し、持続的なまち

づくりを推進するため、必要以上の借入を抑制し、債務負担が過度にならな

いよう公債費の適正管理に努めます。 
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３ 事務事業の再編・整理 

①事務事業の見直し 

すべての施策・事業のあり方をさまざまな角度から点検し、市民、団体、

事業者と行政との役割分担を明確にします。日常の旅費計算から課の中心事

業そのものまで、運営コスト、間接コストを含めて行政が公的サービスを担

うことの妥当性（「公共の利益になっているか」「市が直営でやるべきことか」

「財政状況が厳しい中でもあえてやるべきことか」）を明確化します。これに

より、行政が担うべき公的領域におけるサービスの質の向上と効率化を実現

し、同時に事務事業コストの徹底した削減を進めます。 

  また、新規・拡充事業については、目的、対象や内容の類似性を検証する

など、スクラップアンドビルドを徹底します。 

 

②補助金の見直し 

 様々な団体等に対する補助金等については、行政として対応すべき必要性、

費用対効果、経費負担のあり方等について検証し、抜本的に見直します。 

見直しにあたっては、社会経済情勢の変化に伴い必要性や効果が薄れたも

のについては縮小、統合、廃止等を行うとともに、補助金交付の終期の設定

など、より効果的、効率的な補助金の適正化に努めます。 

 

 ③外郭団体の見直し 

  外郭団体については、特定の行政需要に対応するため、市政の補完的組織

として重要な役割を果たしてきましたが、時代の変化とともに、その役割や

存在意義なども変化し、社会情勢への対応や官民の役割分担の明確化など、

柔軟な見直しを行う必要があります。 

  このため、それぞれの外郭団体自らが独立採算に向けた経営改善を図ると

ともに、設立目的や業務内容について常に見直しを行い、必要に応じて統廃

合等について検討します。 

  また、学研都市開発公社を通じて先行取得しながら、長期間保有し活用が

図れていない土地については、時価評価を進めるとともに、有効活用と経営

環境の改善に向けた土地対策に取組みます。 
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４ 公共施設の再構築 

①公共施設の適正な配置 

 市民に各種のサービスを提供する公共施設については、統合による機能集

約、機能強化を念頭に置き、配置・利用状況・老朽化度などを総合的に判断

し、適正な配置の検討を進めます。 

 

②公共施設の有効活用 

合併により、庁舎などに生じた空スペースについては施設の部分的な用途

転換を図るなど、新たな需要に対応します。 

また、余剰施設や老朽化が進み安全性が確保できない施設については、代

替措置を講じて廃止、処分を含め、そのあり方を検討します。 

 

③計画的な保全管理 

  これまでの事後保全的な保全業務を、ライフサイクルにおける環境負荷の

軽減に配慮した予防保全的な保全業務へ転換して、構造物を含めた機能劣化

が起こる前に修繕・補修・補強工事を実施し、施設の長寿命化とコスト縮減

を図るための点検・修繕等の基準づくりを進めます。 

 

④維持管理手法の見直し 

  大規模な公共施設の建設・運営等については民間の資金や経営能力を活用

する手法（ＰＦＩ事業）を選択肢の一つとして検討するとともに、公共施設

の管理運営については、施設の民営化、民間委託の推進や指定管理制度の導

入、企業やＮＰＯをはじめ、自治会や市民団体などの地域コミュニティ組織

が有する技術力や活力を最大限活用して、利用者の視点に立ったきめ細やか

な施設運営により、サービスや利用者の利便性の向上を図るとともに、維持

管理コストの縮減を推進します。 

  特に、指定管理者制度については、平成１９年３月の合併を機に、管理の

あり方について一定の見直しを実施しているが、さらに、施設本来の役割と

機能、市民サービスへの影響等を十分検討した上で、指定管理者制度の活用

を推進します。 
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５ 財政システムの再構築 

①歳入の確保と支出の抑制 
市税は自主財源の中心をなすものであり、安定的な財政基盤の確立と健全

化のためには市税収入の向上を図る必要があります。三位一体の改革におけ

る税源移譲の進展や税負担の公正確保の必要性等を踏まえ、徴収対策の強化

や適切な課税客体の把握に努め、目標に基づく徴収率の向上を図ります。そ

の他の収入等についても、有料広告掲載などの新たな財源確保を図るととも

に、受益者負担の適正化や徴収率の向上等に努めるなど自主財源の確保に努

めます。 
  支出の抑制については、例外なき事務事業の再編・整理に取組みます。 

 

②入札・契約手続きの改善 

 入札・契約制度の透明性、公正・公平性、競争性、効率性を高めるととも

に、時代の要請に応じた新たな入札・契約制度の導入や諸手続の合理化、簡

素化を進めます。 

 

 ③未利用、低利用資産の有効活用 

  未利用、低利用資産については、行政財産としての利用可能性を調査の上、

その可能性があるものについては積極的な活用を図るとともに、利用可能性

が低いものについては、処分可能な財産を選定し、処分を進めます。 

 

 ④予算査定の改革 

  事務事業の見直しやスクラップアンドビルドを推進し、限られた財源を効

果的に配分するため、各部局に一般財源を配分して予算編成を行う枠配分方

式の予算編成制度の導入を目指します。 

 

⑤地方公営企業会計、特別会計等の見直し 

 (ｱ) 地方公営企業の見直し 

公営企業体としての経営管理基盤の強化を進め、公営企業経営の公共性

と効率性の観点から中長期的視野に立った経営手法を確立するとともに、

企業会計を支える料金体系・使用料の見直しについて、公正で公平な負担

の適正化を図りながら収入の確保に努めます。 
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 (ｲ) 特別会計の見直し 

   国民健康保険事業や介護保険事業等の特別会計については、各種制度改

正等により一般会計への負担の増加が予測されるため、これらの環境変化

に対応できる体制の整備に努めます。 

 (ｳ) 一部事務組合の改革 

   一部事務組合の運営の自立化や事務事業の効率化について、積極的に他

の構成市町村との協議を進め、適正な執行が行われるよう行政改革の視点

に立った運営を目指します。 

 



 

Ⅴ 行財政改革の進め方 

１ 行財政改革の計画期間 

行財政改革大綱（以下「大綱」という。）の計画期間は、平成２０年度から

平成２４年度までの５年間とします。 
２ 行財政改革の推進体制 

協議・決定・連絡する庁内組織として木津川市行財政改革推進本部設置規

程（平成２０年木津川市訓令第５号）に基づく「木津川市行財政改革推進本

部」を活用するとともに、民間の有識者等からなる「木津川市行財政改革推

進委員会」を設置し、行政改革を推進します。 
３ 実施及び進行管理 

行財政改革の実施にあたっては、大綱及び推進計画に基づき、可能な限り

数値目標を定めた行財政改革行動計画（以下「行動計画」という。）を策定し、

計画的に取り組みます。 
また、行動計画については、毎年度その進捗状況を点検、確認するととも

に、社会経済状況の変化等に応じて適切に対応できるよう追加、修正を行い、

可能な限り早期に取り組むこととします。 
なお、計画の進捗状況については、「木津川市行財政改革推進委員会」に報

告し、意見を求めるとともに市広報やホームページにより広く市民に公表し

ます。 
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１ 推進計画策定の目的 

本推進計画は、「木津川市行財政改革大綱」に掲げる、今後改善を図って

いくべき課題の５項目について、それぞれ目標年次を定め、計画的に推進し

ていくために策定するものであります。 

 

２ 推進計画の実施期間 

本推進計画の実施期間は、平成２０年度から平成２４年度までの５年間と

します。ただし、行財政改革大綱及び推進計画に掲げた事項以外に新たに取

り組むべきものなどが生じた場合には、追加や変更を図っていくものとしま

す。 

 

３ 推進計画の進行管理 

行財政改革を推進するにあたっては、庁内においては市の「木津川市行財

政改革推進本部」において、毎年度その進捗状況を把握し、推進計画のロー

リングによる効果的な進行管理を行います。これにより、社会経済情勢の変

化等を十分把握し、必要に応じて的確かつ迅速に取組事項の追加・変更等の

見直しを行います。 

また、「木津川市行財政改革推進委員会」に報告し、意見を求めるととも

に、市民の理解と協力を得て行財政改革を推進するため、進捗状況等を広報

やホームページでも公表します。 

○ 推進体制  

公 表

提 案

意 見 報 告

Ｐ  ｌ ａ  ｎ Ｄ  ｏ

行
財
政
改
革
の

実
施

計 画 実 行

Ａ  ｃ  ｔ  ｉ  ｏ  ｎ Ｃ  ｈ  ｅ  ｃ  ｋ

木 津 川 市 行 財 政 改 革
推 進 委 員 会

市
民木 津 川 市 行 財 政 改 革

推 進 本 部

改 善 評 価
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《凡例》「○」：準備年度(調査・研究)　　「⇒」：:段階的実施・継続実施 　「◎」：実施年度

No 改革項目 内　　　　　　　　容 主管課 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

1
ＮＰＯ等市民
活動の支援

関係課･社会福祉協議会等と協力して市内の
ボランティア団体に関する情報を収集､分類､
登録し､ホームページ上で検索できるシステ
ムを構築します｡また､ボランティアを求める
行政側の情報やＮＰＯ団体の情報も掲載して
いきます｡

企画課 ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒

2
自主防災組織
の育成支援

災害時における防災活動を円滑に行うため、
先進的な組織との地域交流を図っていくな
ど、自主防災組織を育成します。

危機管理課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

3
市民提案型助
成制度の創設

市民やＮＰＯなどから提案される事業につい
て、各課等で予算措置を行い、市民の意見が
施策に反映される制度（提案型助成制度）を
創設します。

企画課
(関係課)

○ ○ ⇒ ⇒ ⇒

4
市民参加の
「ガイドライ
ン」の策定

協働を推進するための心得などをはじめとす
る「市民参加の仕組み」づくりに取り組むと
ともに、市民参加条例など市民参加に関する
ルールづくりの策定に向けて研究します。

企画課
(関係課)

○ ○ ○ ⇒ ⇒

5
コミュニティ
施策の検討

市民活動を支援するための施策について調
査・研究します。

関係課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

6
ごみゼロ運動
の推進

市民・事業者・行政の三者が協働した、ごみ
の減量化・資源化を一層推進するため、ごみ
ゼロ運動（ごみの減量化）に取り組みます。

まち美化
推進課

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

7
人材バンク制
度の導入

専門知識をもつ市民を「人材バンク」に登録
し、市民の知恵が行政や市民活動に活かされ
るような制度をつくります。

人権推進課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

8
パブリック・
インボルブメ
ントの導入

地域福祉計画や公園・道路の整備計画の策定
などに、パブリック・インボルブメント（施
策や計画立案の過程への市民参加）を導入し
ます。

関係課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

9
アダプトプロ
グラムの導入

道路・公園など身近な公共施設の管理に市民
が参画する制度（アダプトプログラム）を導
入します。

関係課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

10
審議会・協議
会の活性化

各種審議会・協議会等については、会議の公
開、委員の公募、女性委員の比率増に努める
などその活性化を図ります。また、廃止・統
合・新設の必要性と運営等の改善について検
討します。

関係課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

11
意見提出制度
の導入

事業を計画するにあたっては、できる限り市
民の意見を反映させるため、計画の提案・策
定・実施の各段階における市民参加・参画の
あり方や手法を検討し、推進します。

企画課
(関係課)

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

12

ホームページ
の拡充等によ
る情報提供の
推進

ホームページをバリアフリー化し､誰にでも
見やすいホームページﾞとしていきます｡ま
た､利用者側に立った構成とすることにより､
欲しい情報が素早く検索できるようにし､
サービスの向上を図ります。

秘書課
(全課)

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

13

広報を「お知
らせ型」から
「問題提起
型」「提案
型」に拡充

広報の内容を「お知らせ型」傾向から、啓
発・啓蒙も含めた「問題提起型」「提案型」
に移行します。記事を提供する職員の広報意
識を改革するため、職員講習会等を実施しま
す。

秘書課
(全課)

○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

14
イベントの整
理統合と民営
化

イベントや講座などで自主的な事業活動がで
きる事業については、主体を行政から民間や
ＮＰＯなどに順次移行を進めます。

関係課 ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

15
大学等との連
携の強化

生涯学習・起業・創業・まちづくり等、幅広
く大学との相互協力を図り、連携を深めま
す。

企画課
(関係課)

○ ○ ⇒ ⇒ ⇒

４ 重点改革項目

(１) 協働による「共生の市政」の推進
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No 改革項目 内　　　　　　　　容 主管課 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

16

タウンミー
ティングや
ワークショッ
プの実施・拡
大

タウンミーティングやワークショップを積極
的に導入します。

秘書課
(全課)

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

17
財務諸表の公
表

より民間企業的な考えを基に貸借対照表など
の財務諸表を作成・公表し、協働による市政
運営を行うべく、市の財政面での基礎的な情
報を共有します。

財政課 ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒

18
予算、決算等
財政状況の公
表

市民によりわかりやすく予算・決算を公表し
ます。健全化判断比率など他団体との比較検
討を含め、わかりやすく公表することで、現
在実施している事業や、現在・今後の財政状
況の判断などを可能にし、協働による市政運
営に役立てます。

財政課 ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
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No 改革項目 内　　　　　　　　容 主管課 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

1
柔軟な行政組
織・機構改革
の構築

市民にわかりやすく、関連する業務を効率
的・効果的に連携して実施できるよう、組織
機構の見直しを行い、簡素で効率的で仕事が
しやすい組織機構を構築します。

企画課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

2
定員管理の適
正化

今後の行政需要の動向等を勘案しながら、極
力増員を抑制する方向の中で、定員適正化計
画に基づいた定員管理を推進します。

職員課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

3 給与の適正化
担当している業務の性格や内容を踏まえつ
つ、給与制度・運用・水準の適正化を強力に
推進します。

職員課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

4
計画的な職員
研修の実施

職員の能力開発を効果的に推進するため、人
材育成の目的、方策等を明確にし、職員研修
を実施します。

職員課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

5
人事評価シス
テムの導入

職員の資質、能力の開発向上を図り、人材の
育成と職員の資質に応じた人事配置を行うた
め、人事評価システムを導入します。

職員課 ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒

6
職員提案制度
の推進

職員の意識改革や行財政運営見直しの有効な
手段とするため､提案が改善の実施に結びつ
く仕組みの検討､提案者に対する褒賞につい
ての検討､庁内外に周知する方策の検討を行
うとともに、職員への啓発を進めます。

企画課
(全課)

○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒

7
職員意識の改
革

職員一人ひとりがコストと利便性の両方を追
及しながら、担当業務に特化することなく幅
広い知識と視野をもって市民満足度を高める
意識づくりを推進します。

全　課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

8

事務マニュア
ル、会計マ
ニュアル等の
作成による職
務能力の平準
化

職員全員が幅広い業務を理解しこなせるた
め、又、事務処理の標準化及び公正サービス
のため、実践的実務マニュアルを作成しま
す。

全　課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

9
福利厚生事業
の適正化

事業の点検・見直しを行い、適正に事業を実
施します。

職員課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

10
庁内ＬＡＮの
拡充・活用

イントラネットや庁内ＬＡＮを利用し各課の
情報をデータベース化するなど、庁内での各
課の情報を職員がだれでも共有できる環境づ
くりを実践します。

財政課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

11
電子申請シス
テムの導入

情報システムやネットワークを活用し、各種
申請事務手続の簡素化、迅速化、広域化等を
進めるなど市民の立場に立った行政サービス
の向上を図ります。

財政課
(関係課)

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

12
コンプライア
ンス体制の充
実

市民要望等の記録制度、職員倫理規程、公益
通報者保護制度などの整備を進め、法令順守
(コンプライアンス)体制を充実させます。

全　課 ○ ○ ○ ○ ○

(２) 行政体制の再構築
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No 改革項目 内　　　　　　　　容 主管課 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

1
行政評価、事
業評価システ
ムの導入

施策や事務事業について、成果指標等を用い
て有効性や効率性を客観的に評価し、その成
果を行財政運営に反映させる仕組みを導入し
ます。

企画課
(全課)

○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

2
予算のメリッ
トシステムの
創設

予算の執行段階での経費削減や、財源確保を
評価する仕組み（予算のメリットシステム
＝ 経費削減や財源の確保に対する職員の創
意・工夫を評価し、予算上一定のメリットを
与えるシステム）を創設します。

財政課
(全課)

○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

3
財務諸表の作
成

より民間企業的な考えを基に貸借対照表など
の財務諸表を作成する上で、関係台帳の整
備、複式簿記による同時仕訳が可能な財務シ
ステムの導入などを検討の上、必要に応じ導
入し、全庁的に取組みます。

財政課 ○ ○ ○ ○ ○

4
各種団体等の
自主的運営の
推進

関係課で所掌している各種団体等について
は、事務業務、経理の自立を促し、自主的運
営を推進します。

関係課 ○ ○ ⇒ ⇒ ⇒

5

定期的な研修
活動の廃止
（隔年化・廃
止等）

視察・研修の必要性の是非の指標としての
「方針」を策定するなど、機械的に隔年実施
をするのみならず、その必要性まで踏み込ん
で、経費節減につなげるものとします。

関係課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

6

補助金（法令
外負担金含
む）の統廃
合・削減

補助金・負担金・交付金については、必要
性、妥当性について検討し、補助金等の削減
計画を策定して実施します。

関係課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

7
事務事業の民
間委託

定型的な業務や業務の効率化、市民サービス
の向上が期待できる業務について、公共サー
ビス改革法の今後の動向を踏まえながら、費
用対効果を勘案し、民間等への委託を進めま
す。

全　課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

8
地方公社の見
直し

学研都市京都土地開発公社が保有している長
期保有土地について、利用目的や未利用理由
等を調査し、他の目的に転用あるいは売却を
するなどの措置を講じます。

財政課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

9
第三セクター
の見直し

経費全般について徹底的な見直しを行い、そ
の節減合理化を図るとともに、予算の厳正な
執行をより一層図ります。（財団法人木津町
公園都市緑化協会、財団法人山城町公園緑化
協会）

管理課
(関係課)

○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

10
公共下水道事
業再評価の実
施

公共下水道の基本計画策定から長期間が経過
したため、全体計画の見直しを行います。

下水道課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

(３) 事務事業の再編・整理
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No 改革項目 内　　　　　　　　容 主管課 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

1
指定管理者制
度の活用

直営で管理しているものを含め、すべての公
の施設について、管理のあり方についての検
証を行い、検証結果を公表します。

関係課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

2
ＰＦＩ手法の
活用の検討

効率的で効果的な公共施設の整備を推進する
ために、民間の資金とノウハウを活用するＰ
ＦＩの導入について調査・研究・検討を行い
ます。

関係課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

3
施設の点検・
修繕等の基準
づくり

施設の計画的な維持更新を行っていくための
点検・修繕等の基準づくりを検討します。

関係課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

4
公共施設の適
正配置

耐震診断結果等を参考にし、小・中学校の統
廃合を含め、全ての公共施設の適正配置につ
いて調査研究します。

関係課 ○ ○ ⇒ ⇒ ⇒

5 施設の民営化
幼稚園や保育園の民営化について調査研究し
ます。

子育て支援課

教育総務課 ○ ○ ⇒ ⇒ ⇒

(４) 公共施設の再構築
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No 改革項目 内　　　　　　　　容 主管課 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

1
課税・収納業
務の強化及び
徴収率の向上

課税客体等の的確な把握に努めるとともに、
納税者の利便を図るための納付機会の拡大と
徴収体制の強化を図り、収納率を向上させま
す。また、京都府内の市町村と府が進める課
税、徴収業務を共同処理する税務共同化に取
り組みます。

税務課
収納対策課

○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

2
受益者負担の
使用料、手数
料の適正化

受益者負担の原則に基づき、使用料・手数料
等を定期的に見直し、財源の確保を図りま
す。

全　課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

3
ごみ収集有料
化の検討

市民とともに循環型社会を作るため、ごみ処
理に対する意識を高め、ごみの減量化を進め
るとともに、ごみ処理経費の一部の受益者負
担を導入するものとし、ごみの減量化やリサ
イクル、環境保全のためなどの費用に充てま
す。

まち美化
推進課

○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

4
公共物等への
有料広告の掲
載

自主財源を確保するため、市のホームページ
や市広報をはじめ、市の印刷物や公共施設に
民間企業等の広告を掲載し、歳入の確保を図
ります。

秘書課
(関係課)

○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

5
企業誘致の推
進

特定研究施設の市条例優遇措置の改善や企業
誘致活動の活性化により自主財源を増収させ
ます。

学研･企業
振興課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

6
未利用財産の
有効活用

未利用の市有財産について、売却を含めて有
効活用します。

総務課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

7

旅費・食糧費
等の事務的経
費及び交際費
等の削減

経費全般について徹底的な見直しを行い、そ
の節減合理化を図るとともに、予算の厳正な
執行をより一層図ります。

全　課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

8
電子入札制度
導入の研究

入札制度の適正化と入札業務の効率化を図る
ため、電子入札の導入を検討します。

指導検査課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

9
入札制度の改
革

公共工事等の入札及び契約の適正化を一層推
進し、透明性・公正性を追及するとともに適
正な競争を確保します。

指導検査課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

10
工事コストの
低減

直接的な工事コストの縮減に加えて、公共工
事の社会への影響や役割などを考慮し、社会
的コストの低減やライフサイクルコストの低
減などの観点から取組み、公共工事に関する
総合的コストの縮減を目指します。

関係課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

11
予算枠配分の
取組み

市民ニーズに機動的に対応するとともに予算
編成作業の効率化を図るため、現場の実情を
最も把握している各部局の立案、裁量を高め
る枠配分型予算編成の導入を目指します。

財政課 ○ ○ ⇒ ⇒ ⇒

12
地方公営企業
の見直し

経費全般について徹底的な見直しを行い、そ
の節減合理化を図るとともに、予算の厳正な
執行をより一層図ります。

水道業務課 ○ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

13
特別会計の見
直し

国の制度改正を踏まえながら、予算の適正執
行に努めます。

関係課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

14
一部事務組合
の改革

積極的に他の構成市町村との協議を進め、適
正な執行が行われるよう行政改革の視点に
立った運営を目指します。

関係課 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

(５) 財政システムの再構築
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○木津川市行財政改革推進委員会条例 

平成 19 年６月 27 日条例第 231 号 

 

（設置） 

第１条 社会経済情勢の変革に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進

するため、木津川市行財政改革推進委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。 

(１) 市長の諮問に応じ、市の行財政改革推進に関する重要事項を調査及び

審議すること。 

(２) 前号の重要事項に関して、市長に意見を述べること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、９人以内で組織する。 

２ 委員は、市民及び優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 公募により選出された市民 

(２) 識見を有する者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長１人を置き、それぞれ委員の互選により定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決
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するところによる。 

（意見の聴取） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、行財政改革担当課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、市長

が招集する。 
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○木津川市行財政改革推進本部設置規程 

平成 20 年５月 23 日訓令第５号 

 

 (設置) 

第１条 社会経済情勢の変化に対応した効率的な行財政運営の確立に向けて、木

津川市の行財政改革を計画的かつ全庁的に推進するため、木津川市行財政改革

推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第２条 推進本部は、次の事項を所掌する。 

(1) 行財政改革の基本方針の策定等に関すること。 

(2) 行財政改革の推進及び進行管理に関すること。 

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。 

(組織) 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長、教育長、水道事業管理者

及び支所の参与をもって充てる。 

３ 本部員は、市長公室長、部長、事務局長、支所長及び本部長が指定した職

員をもって充てる。 

(本部長及び副本部長) 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のう

ち副市長がその職務を代理する。 

(会議) 

第５条 推進本部の会議は、本部長が主宰する。 

２ 推進本部は、木津川市行財政改革推進委員会の審議状況、意見等を適宜反映

させながら審議を行うものとする。 

３ 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

(検討会議の設置) 
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第６条 本部長は、行財政改革を推進するに当たって特に専門的に検討を行う

必要のある事項について職員から意見を聴くため、複数の検討会議を設ける

ことができる。 

２ 検討会議は、推進本部から依頼された事項について調査及び検討を行い、

推進本部に報告する。 

３ 検討会議の委員は、推進本部が検討を行うべき事項の関連性の高い課等の

長及び関係職員の中から本部長が指名する。 

４ 検討会議に委員長を置く。 

５ 委員長は、会議を招集し、議事を進行する。 

６ 検討会議は、他の検討会議と合同で会議を開催することができる。この場

合において、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

(庶務) 

第７条 推進本部及び検討会議の庶務は、行財政改革担当課において行う。 

(その他) 

第８条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成２０年６月１日から施行する。 

4 



 

《用語解説集》 

五十音 用  語 解  説 

コンピュータやデータ通信に関する技術を総称的に表す語。

意味する範囲は広く、コンピュータを構成するハードやソフ

トの技術をさす場合や情報の活用の仕方をさす場合などが

ある。 

ＩＴ
ｱ ｲ ﾃ ｨ

（Information 

Technology） 

業務の外部委託のこと。広い意味では、民間事業者等外部の

機能や資源を活用することをいう。 
アウトソーシング 

アダプトプログラ

ム 

道路・公園など身近な公共施設の管理に市民が参加する制

度。市民を里親に、公共施設などを養子になぞらえたもの。
あ 

これまでのような行政を中心とした公共サービスの提供に

は質的にも量的にも限界があり、地域において公共的サービ

スの提供主体となり得る意欲と能力を備えた多様な主体（住

民団体、NPO、企業等）と協働して公共サービスを提供する

仕組みを構築していく必要性から、多元的な主体により担わ

れる「公共」＝「新しい公共空間」をいう。「分権型社会に

対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会」において

提言された言葉。 

新しい公共空間 

特別地方公共団体。市町村等の事務の一部を共同で処理する

ために設立された組合。１市町村では対応できない、あるい

は広域で取り組んだ方が効率的である等の理由で設立され

るもので、ゴミ処理、消防、火葬等様々な事務処理のために

各地で設立されている。 

一部事務組合 

い 

インターネットと同様の技術を使って構築された組織内ネ

ットワークのこと。インターネットとの大きな違いは、社内

など限定された範囲でのみ利用できるネットワークである

点。 

イントラネット 

非営利組織のこと。政府や私企業とは独立した存在として、

市民・民間の支援のもとで営利を目的とせず社会的な公益活

動を行う組織・団体をいう。 

ＮＰＯ
ｴﾇﾋﾟｰｵｰ

（Non Profit 

Organization） 
え 

行政組織などの外部にあって、行政組織と連携を保ち、柔軟

な事業展開を行って、その活動や事業を助ける団体のこと。

ここでは、本市と人的、財政的その他事実上密接な関係を有

する法人をいう。 

か 外郭団体 

行政活動の実績などを、成果重視の視点から一定の尺度で測

定し、その有効性や効率性などを分析するしくみのこと。政

策施策評価、事務事業評価など様々な方法がある。 

き 行政評価システム 

け 経常経費 毎年必要となる経費。 

国民生活の安心や安全を損なうような企業等の法令違反行

為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保

護し、事業者のコンプライアンス（法令遵守）経営を強化す

るために、平成 18 年４月に施行された公益通報者保護法に

基づく制度。 

公益通報者保護制

度 
こ 

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」のこ

と。これまで国が直接行ってきた事業について、民間の事業

者と国自身とが透明・中立・公正な条件で競争入札に参加し、

価格と質の両面からの総合的な審査を経て、より優れた主体

公共サービス改革

法 
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が落札し、そのサービスを提供していくこととする仕組み。

法制化に向けて、平成１７年度からモデル事業が実施されて

いる。 

 

地方債の発行の際に定められた条件により毎年度必要とな

る元金の償還及び利子の支払に要する経費のこと。 
公債費 

国が地方公共団体に対して補助金、交付金、負担金、補給金

などさまざまな名称で支出金を交付しているが、そのうち地

方交付税など一般財源であるものを除く、使途を特定した支

出金。 

国庫支出金 

市の財政活動を統括的に説明する資料。地方公共治団体の財

政状況を示す公会計の改革を進めている総務省は、「新地方

公会計制度実務研究会」がまとめた報告書をもとに公会計の

モデルを設計し、全国の自治体に通知した。それにより、各

自治体は平成２１年秋までに、「基準モデル」もしくは「改

訂モデル」で、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計

算書、純資産変動計算書の４表を連結ベースで作成しなけれ

ばならなくなった。 

財務諸表 

債務負担 

数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支

出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の

事実が発生したときの支出を予定するなどの，将来の財政支

出を約束するもの。翌年度以降も支出が必要な特定の事項に

ついて、期間や限度額を定めて行う市議会の「債務負担行為

の議決」によって生ずるもの。 

さ 

国と地方との税財政改革で、国庫補助負担金の削減、地方交

付税の削減及び税源移譲を含む税源配分の見直しの３つの

改革を同時並行して進めようとすること。 

三位一体改革 

地方公共団体が自主的に収入し得る財源をいい、地方税、分

担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰

入金、繰越金等がこれに該当する。 

自主財源 

地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のも

のを自治事務といい（地方自治法第２条第８項）、小中学校

の設置管理、市町村税の賦課徴収、都市計画の決定などの事

務がある。 

自治事務 

公の施設の管理を設置者である地方公共団体の指定を受け

た者が「指定管理者」として代行する制度のこと。平成 15

年 9 月に施行された地方自治法改正により、それまでの管理

委託制度に代えて導入された。従来の管理委託では、受託者

は地方公共団体の出資法人、公共団体又は公共的団体に限ら

れていたが、指定管理者制度では特段の制約が設けられず、

民間事業者にも広く門戸が開かれている。 

指定管理制度 し 

市民の皆さんから面談または電話により市に寄せられる職

員の職務に関する要望等をルールに従って記録し、組織とし

てきっちり受けとめ、要望等に対する対応の方針を回答する

など、要望等に対して適切な対応を組織としてすすめること

を目的としたもの。 

市民要望等の記録

制度 

職員の能力、適性、志向、実績等を重視し、職員個々の業務

遂行意欲を向上させ、公務能率の一層の増進を図るための、
人事評価システム 
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人事管理を推進するマネジメント・ツールのこと。 

組織、制度、事業などを新たに作る場合は、まず既存のもの

を見直し、廃止や統廃合をして、全体として増加・拡大しな

いようにすること。 

スクラップアンド

ビルド 
す 

LGWAN は、Local Government Wide Area Network の略称。地

方公共団体の組織内ネットワーク（庁内 LAN）を相互に接続

し、地方公共団体間のコミュニケーションの円滑化、情報の

共有による情報の高度利用を図ることを目的とする、高度な

セキュリティを維持した行政専用のネットワーク。 

総合行政ネットワ

ーク（
そ 

LGWAN
ｴﾙｼﾞｰﾜﾝ

) 

「第３セクターとは地方公共団体が出資または出えんを行

っている民法法人及び商法法人をいう。」（平成１５年１２

月１２日付け総財経第３９８号総務省通知「第三セクターに

関する指針の改定について」より） 。 

第３セクター 

た 

タウンミーティン

グ 
行政当局が地域住民を集めて行う対話集会。 

地方財源保障、財源調整制度の主体であり、国税である所得

税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合をその総

額とし、地方公共団体が、等しく合理的かつ妥当な水準で自

主的にその事務を遂行できるように、必要な経費と、標準的

な状態において徴収が見込まれる税収額を算定し、収入が経

費に不足する場合に、その差額を国が交付するもので、「地

方固有の財源」とされる。地方交付税には普通交付税（総額

の 94％）と特別交付税（総額の６％）がある。 

地方交付税 

ち 

国に集中している権限や財源を都道府県や市町村に移し、住

民と自治体が協力して、地域のことは地域で決められるよう

にすること。 

地方分権 

同一庁内の範囲での総合的な情報通信網のこと。コンピュー

タ・ネットワークを基本とし、多様な情報を一括して送受信

したり、処理したりすることが可能である。 

ＬＡＮ
ﾗ ﾝ

庁内 （Local 

Area Network） 

定員管理を計画的に行うために、計画期間を定め、数値目標

を掲げた計画のこと。 
定員管理計画 

て 
大量の情報を系統的に整理して、効率よく管理・蓄積された

データの集合体のこと。 
データベース 

特別会計とは、公営企業などの特定の事業を行う場合に、特

定の歳入（収入）をもって特定の歳出（支出）に充て、一般

会計と区別して個別に処理する必要がある場合において設

置することができる会計のこと。 

特別会計 

と 「公有地の拡大の推進に関する法律」第１０条第１項の規定

に基づき、地方公共団体が、地域の秩序ある整備を図るため

に必要な公有地となるべき土地の取得及び造成を行わせる

ため、単独又は共同で全額出資して設立する特殊法人のこ

と。 

土地開発公社 

その人が持つ高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活

用するため、若しくは短期間で終了する見込みの業務や短期

間の増加業務に対応するため、任期を定めて職員として採用

された者のこと。任用形態は、常勤（常時勤務を要する職）

と非常勤（短時間勤務の職）とがあり、任期は、常勤は５年

に 任期付職員制度 
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以内、非常勤は特に必要がある場合のほかは３年以内で任命

権者が定める。 

パブリックは「公共性」、インボルブメントは「巻き込む」。

つまり様々な情報媒体を使って住民に情報を公開した上で、

広く意見を集め、施策の立案や事業計画に反映させる計画や

事業の進め方であり、 施策や計画立案の過程への市民参加

のこと。 

パブリック・イン

ボルブメント 

市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画や条例等

を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表

し、当該案について市民等から提出された意見を考慮して意

思決定を行う一連の手続のこと。 

パブリックコメン

ト制度 
は 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）と

なるものを除去するという意味で、 昭和４９年（１９７４

年）に国連障害者生活環境専門家会議が「バリアフリーデザ

イン」という 報告書を出したころから、この言葉が使用さ

れるようになった。 

バリアフリー 

公共サービスの提供を民間主導で行うことで、公共施設等の

設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを

活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るこ

と。 

ＰＦＩ
ﾋﾟｰｴﾌｱｲ

（ Private 

Finance 

Initiative） 

ひ 

管理階層が削減された組織のこと。組織構成員の自律性を高

めることにより、スピーディーな意思決定の実現に貢献す

る。 

ふ フラットな組織 

「第一号法定受託事務」と「第二号法定受託事務」に分けら

れる。「第一号法定受託事務」とは、国が本来果たすべき役

割に係る事務であって、適正な処理を確保する必要があるも

のとして法令により都道府県、市町村、特別区が処理する事

務をいい（地方自治法第２条第９項第１号）、戸籍事務や国

政選挙、生活保護の決定・実施、国の指定統計などの事務が

あたる。「第二号法定受託事務」とは、都道府県が本来果た

すべき事務であって、適正な処理を確保するため法令により

市町村、特別区が処理する事務をいい（第２号）、都道府県

知事・議会議員の選挙事務などがあたる。 

法定受託事務 

ほ 

法令順守（コンプ

ライアンス） 
企業や団体などが法令や規則をよく守るようにすること。 

市町村が財政運営の健全性を確保していくためには、自らの

財政状況を分析して問題の所在を明らかにし、それを将来の

財政運営に反映させていくことが適当で、分析に当たって

は、自らの財政状況を他の地方公共団体と比較することが有

効であるが、比較対象は、その態様（財政状況を決定する前

提条件［例：人口］）が自らと類似している団体であること

が望ましいと考えられることから、そのような比較検討の資

料を提供するため、総務省において、態様が類似している地

方公共団体ごとに作成されている類型のこと。現在、類似団

体の類型は、市（政令市を除く。）及び町村別に、団体の人

口及び第２次・第３次産業人口比率を基準として、設定され

ている。 

る 類似団体 
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専門家の助言を受けながら、参加者が共同で研究や作業を行

う場のこと。 
ワークショップ 

わ 予算編成にあたって、事業部門にあらかじめ一定額の予算枠

を提示し、その範囲内で予算要求が行われれば、原則として

財政部門による個別事務事業の査定を行わない制度のこと。

枠配分 
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